
議 第 ３ ８ 号  

 

   職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

の 制 定 に つ い て  

 

 本 市 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 下 記

の と お り 制 定 す る も の と す る 。  

  令 和 ７ 年 （ ２ ０ ２ ５ 年 ） ２ 月 ２ １ 日 提 出  

 

柏 崎 市 長  櫻  井  雅  浩  

 

 

 

記  

新 潟 県 柏 崎 市 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す

る 条 例  

 新 潟 県 柏 崎 市 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ３ １ 年 条 例 第

５ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ８ 条 の ２ 第 ２ 項 の 表 災 害 活 動 手 当 の 部 自 動 車 運 転 者 の 項 中 「 ５ ０

０ 円 」 を 「 ５ ５ ０ 円 」 に 改 め 、 同 部 そ の 他 の 職 員 の 項 中 「 ３ ０ ０ 円 」

を 「 ３ ５ ０ 円 」 に 改 め 、 同 表 救 急 業 務 活 動 手 当 の 部 救 急 救 命 士 の 項 中

「 ３ ５ ０ 円 」 を 「 ５ ０ ０ 円 」 に 改 め 、 同 部 自 動 車 運 転 者 の 項 中 「 ２ ５

０ 円 」 を 「 ４ ０ ０ 円 」 に 改 め 、 同 部 そ の 他 の 職 員 の 項 中 「 １ ７ ０ 円 」

を 「 ３ ０ ０ 円 」 に 改 め 、 同 表 高 所 作 業 手 当 の 項 中 「 ２ ０ ０ 円 」 を 「 ３

０ ０ 円 」 に 改 め 、 同 表 に 次 の よ う に 加 え る 。  

潜水作業手当  従事した職員  
勤務１回につき  

１，０００円  

水上作業手当  従事した職員  
勤務１回につき  

３００円  

放射線業務手当  従事した職員  
１当務につき  

４，０００円  

   附  則  
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 こ の 条 例 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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